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経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
の
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ

ま
す
。
免
除
割
合
は
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
前
年
所
得
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

　

免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
い
た
場
合
、
保
険
料
を
全
額

納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、
将
来
受
け
る
年

金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と（
追

納
）が
で
き
ま
す
。
免
除
の
承
認
を
受
け

た
当
時
か
ら
２
年
度
を
過
ぎ
て
納
め
る
場

合
は
、
加
算
額
が
つ
き
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

•
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
分

か
る
書
類

•
印
か
ん

•
失
業
し
た
場
合
は
、
失
業
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明
書

の
写
し（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

離
職
票
な
ど
）

※

本
人
以
外
の
配
偶
者
・
世
帯
主
が
離
職

し
た
場
合
も
、
公
的
機
関
の
証
明
書
の

写
し
が
必
要
で
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
７
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
人
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請
を
７
月
１
日
か
ら
受
付
開
始

平
成
23
年
度
分（
平
成
23
年
７
月
〜
平
成
24
年
６
月
）

問 

町
民
課　

年
金
係　
　

☎（
２
３
２
）４
９
１
４

　

熊
本
西
年
金
事
務
所　

☎（
３
５
５
）３
２
６
１

年金

相
談
事
例

　

自
宅
に
「
介
護
用
品
の
店
を
新
し
く
開

く
」
と
男
性
が
訪
ね
て
き
た
。
外
に
出
る

と
近
所
の
人
も
集
ま
り
、
無
料
で
ふ
き
ん

を
も
ら
っ
た
。
さ
ら
に
、「
別
の
場
所
に

行
く
と
良
い
も
の
を
渡
す
」
と
、
１
㌔
先

の
民
家
に
車
で
連
れ
て
行
か
れ
た
。
戸
を

閉
め
ら
れ
、
営
業
員
数
人
が
後
ろ
に
並
ん

で
帰
れ
な
い
雰
囲
気
に
な
っ
た
。
た
く
さ

ん
景
品
を
も
ら
っ
た
後
、「
足
腰
の
痛
み

を
取
る
磁
気
マ
ッ
ト
レ
ス
が
、
い
つ
も
は

30
万
円
だ
が
今
日
だ
け
半
額
」
と
説
明
さ

れ
、
お
得
だ
と
思
い
契
約
し
て
し
ま
っ
た
。

内
金
を
支
払
い
、
残
金
は
後
日
振
り
込
む

よ
う
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る

と
高
額
だ
し
必
要
な
い
の
で
解
約
し
た
い
。

ア
ド
バ
イ
ス

　

高
齢
者
や
主
婦
な
ど
を
集
め
、
無
料
で

商
品
を
配
る
な
ど
し
て
気
分
を
高
揚
さ
せ
、

冷
静
な
判
断
が
で
き
な
い
状
態
で
商
品
を

購
入
さ
せ
る
「
催
眠（
Ｓ
Ｆ
）商
法
」
で
す
。 

　

こ
の
商
法
は
、
契
約
書
を
受
領
し
た
日

か
ら
８
日
以
内
で
あ
れ
ば
書
面（
ハ
ガ
キ
）

に
よ
り
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
ま
す
。

契
約
書
を
も
ら
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
内

容
に
不
備
が
あ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
８

日
を
過
ぎ
て
も
可
能
で
す
。
ク
レ
ジ
ッ
ト

契
約
を
し
て
い
る
場
合
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

会
社
と
販
売
会
社
へ
同
時
に
通
知
し
ま
す
。

記
録
を
残
す
た
め
に
ハ
ガ
キ
の
両
面
コ

ピ
ー
を
取
り
、「
特
定
記
録
郵
便
」
で
出

し
ま
し
ょ
う
。

町
で
も
、
次
に
紹
介
す
る
事
例
と
よ
く
似
た
被
害
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
当
に
必
要
な
も
の
な
の
か
、
よ
く
考
え
て
契
約
は
慎
重
に
。

困
っ
た
と
き
は
家
族
や
町
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

無
料
で
景
品
を
配
っ
て
誘
う
催
眠
商
法
に
ご
注
意
を

カ
シ
コ
イ
消
費
者
を
目
指
そ
う

問 

総
合
政
策
課　

総
合
政
策
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
２

　

熊
本
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　

☎（
３
８
３
）０
９
９
９

　

今
年
７
月
１
日
か
ら
、
米
や
米
加
工
品
の

容
器
・
包
装
、
外
食
店
や
小
売
店
な
ど
で
原

材
米
の
産
地
情
報
が
確
認
で
き
ま
す
。
産
地

情
報
の
伝
達
は
、
今
年
７
月
１
日
以
降
に
生

産
者
か
ら
出
荷
さ
れ
た
米
穀
が
対
象
で
す
。

■
対
象
品
目　

米
穀
、
米
粉
、
米
こ
う
じ
、

米
飯
類
、
餅
、
団
子
、
米
菓
、
清
酒
、
単

式
蒸
留
焼
酎
、
み
り
ん

■
対
象
者　

対
象
品
目
の
販
売
・
輸
入
・
加

工
・
製
造
ま
た
は
提
供
の
事
業
を
行
う
全

て
の
人（
生
産
者
含
む
）

■
米
穀
事
業
者
の
義
務

　

対
象
品
目
を
取
引
、
事
業
所
間
の
移
動
・

廃
棄
な
ど
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
記
録

を
作
成
し
、
原
則
３
年
間
の
保
存
が
必
要
で

す
。
た
だ
し
、
品
名
・
産
地
・
数
量
・
年
月

日
・
取
引
先
な
ど
、
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
る
伝
票（
納
品
書
、
規
格
書
、
領
収
書
）

が
あ
れ
ば
、
伝
票
の
保
存
で
可
能
で
す
。

　

対
象
品
目
で
あ
る
米
・
米
加
工
品（
非
食

用
の
も
の
は
除
く
）を
他
の
事
業
者
へ
譲
渡

し
た
り
、
一
般
消
費
者
へ
販
売
・
提
供
し
た

場
合
は
、
産
地
情
報
の
伝
達
が
必
要
で
す
。

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
と
は
、
問
題
が
発
生
し
た
場
合
な
ど
に
、
流
通
ル
ー
ト

を
速
や
か
に
特
定
す
る
た
め
、
米
穀
な
ど
の
取
引
記
録
を
作
成
・
保
存
し
、
ま
た

産
地
情
報
を
取
引
先
や
消
費
者
に
伝
達
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
法
律
で
す
。

問 

九
州
農
政
局
消
費
・
安
全
部
安
心
課　

☎
０
９
６
８（
２
５
）２
１
３
７

米
穀
な
ど
の
産
地
情
報
が
分
か
り
ま
す

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
に
よ
り

農業
■
対
象
者　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
９
歳

（
小
学
４
年
生
）以
上
の
人
。
ま
た
は
、
町

内
に
職
場
を
有
す
る
人（
正
規
職
員
）。

■
助
成
対
象
経
費

　

❶
交
通
費（
航
空
運
賃
な
ど
）❷
現
地
生
活

費（
食
費
な
ど
を
除
く
）❸
研
修
費

■
助
成
金
額　

対
象
経
費
の
半
額
。
た
だ
し
、

上
限
は
15
万
円（
学
生
は
10
万
円
）。

※

他
の
団
体
か
ら
助
成
が
あ
る
場
合
は
、
対

象
経
費
か
ら
そ
の
助
成
分
を
除
き
ま
す
。

■
申
請
方
法　

研
修
に
参
加
す
る
１
カ
月
前

ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。
18
歳
未
満
の

人
は
、保
護
者
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い（
申

請
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）。

■
そ
の
他　

助
成
は
、
１
人
１
回
限
り
で
す
。

※

中
学
生
海
外
派
遣
事
業
に
参
加
し
た
人
は

過
去
に
助
成
を
受
け
た
こ
と
に
な
り
、
申

請
で
き
ま
せ
ん
。

現
代
社
会
に
対
応
で
き
る
幅
広
い
視
野
と
有
用
な
技
術
、
能
力
を
有
す
る
人
材
を

育
成
す
る
た
め
、
公
的
機
関
な
ど
が
主
催
し
て
い
る
研
修
に
限
り
助
成
し
ま
す
。

問 

総
合
政
策
課　

総
合
政
策
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
２

菊
陽
町
人
材
育
成
基
金
助
成
事
業

頑
張
る
人
を
応
援
し
ま
す

人材
育成

■
特
別
徴
収　

事
業
所
が
特
別
徴
収
義
務
者

と
な
り
、
従
業
員
に
課
税
さ
れ
た
町
県
民

税
を
給
与
か
ら
差
し
引
い
て
、
各
市
町
村

に
納
付
す
る
方
法
で
す
。
毎
月
の
納
税
額

は
町
が
計
算
し
て
通
知
す
る
た
め
、
事
業

所
は
所
得
税
の
よ
う
に
税
額
計
算
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■
普
通
徴
収　

特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
人

が
、
町
か
ら
通
知
さ
れ
た
年
税
額
を
年
４

回
に
分
け
て
納
付
書
な
ど
に
よ
り
直
接
納

付
す
る
方
法
で
す
。

■
対
象
事
業
所　

従
業
員
が
３
人
以
上
の
事

業
所（
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
と
同
様
）

■
対
象
者　

前
年
中
に
所
得
が
あ
り
、
町
県

民
税
が
課
税
さ
れ
、
４
月
１
日
現
在
で
特

別
徴
収
義
務
者
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
人

※

退
職
な
ど
で
特
別
徴
収
が
で
き
な
い
人
は

除
き
ま
す
。

　　

特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
は
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
事
業
所
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
事
業
主
の
皆
さ
ん

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
い
情
報
は
熊
本
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

県
と
各
市
町
村
で
は
、
町
県
民
税
「
特
別
徴
収
」
の
実
施
に
向
け
た
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

問 

税
務
課　

住
民
税
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
１

町
県
民
税
を
便
利
な
特
別
徴
収
に

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

税
■
地
デ
ジ
の
こ
と
で
お
困
り
の
人

　
　

デ
ジ
サ
ポ
熊
本
で
は
、「
地
デ
ジ
の
準
備

を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
い

人
」や「
地
デ
ジ
対
応
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
の

に
受
信
で
き
な
い
人
」に
対
し
て
お
手
伝

い
を
し
ま
す
。
ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

■
相
談
時
間

　

平
日　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
９
時

　

土
日
祝
日　

午
前
９
時
〜
午
後
６
時

※

７
月
18
日
〜
７
月
31
日
ま
で
は
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
を
24
時
間
体
制
で
開
設
し
て
対
応

し
ま
す
。

■
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
　

詐
欺
や
悪
質
商
法
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

身
に
覚
え
の
な
い
工
事
や
代
金
請
求
に
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
テ
レ
ビ
局
職
員
や
役

場
職
員
な
ど
が
、
受
信
工
事
の
代
金
を
請

求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

７
月
24
日（
日
）に
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
終
了
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
移
行
し
ま
す
。

テ
レ
ビ
を
視
聴
す
る
た
め
に
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
用
チ
ュ
ー
ナ
ー
な
ど
を
取
り
付

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問 

デ
ジ
サ
ポ
熊
本　

☎（
３
０
０
）８
８
０
０

地
デ
ジ
の
こ
と
な
ら
デ
ジ
サ
ポ
熊
本
へ

地
デ
ジ
の
準
備
は
お
済
み
で
す
か

地デジ

通知書
次の契約を解除します。
契約年月日　平成○年○月○日
商品名　　　○○○○
契約金額　　○○○○円
販売会社　　株式会社○○　
　　　　　　××営業所　
　　　　　　担当者△△
支払った代金○○円を返金し、
商品を引き取ってください。
　平成○年○月○日
　　　　　　　住所・氏名

免除割合 所得の目安保険料
納付額

老齢基礎
年金額

平成 23年度の１カ月の保険料は 15,020 円です

全額免除

一部免除

全額免除

４分の３免除

半額免除

４分の１免除

35万円×（扶養親族数＋1）＋22万円

78万円＋（扶養親族数×38万円）

118万円＋（扶養親族数×38万円）

158万円＋（扶養親族数×38万円）

0円

3,760円

7,510円

11,270円

８分の４

８分の５

８分の６

８分の７

消費
生活

クーリング・オフ通知の記載例

クレジット契約をしていない場合


